
R6.4 

令和６年度 寝具乾燥消毒・水洗いクリーニングのご案内 

布団など、寝具の乾燥消毒や水洗いクリーニングのサービスです。 

業者がご自宅まで取りにうかがいます。（１割の自己負担金がかかります。） 
 

〇対象者 

以下のすべてに当てはまる方が対象です 

◆６０歳以上 

◆介護保険の要介護認定が要介護４または要介護５の方 

◆ご自宅で生活をしている方 

※入院中及び入所中の方は、ご自宅に戻られてから申請してください。 

※生活保護受給中の方は対象外です。 

 

〇サービス内容 

 乾燥消毒 水洗いクリーニング 

実施月 毎月１回 年２回（６月、１２月） 

対象寝具 

敷布団またはマットレス（２枚）、 

掛布団（１枚）、毛布（１枚）、枕（１個） 

敷布団または掛布団のいずれか１枚 

対応可 ：綿・羊毛・羽毛製品、スポンジ使用マットレス 

対応不可：ムートン・ナイロン製品、スプリング使用マットレス 

※対応できるかご不明な際は、業者にお問い合わせください。 

自己負担金 

１回 ４９０円 

※点数に関わらず上記の対象寝具内５点

までが対象です。 

１回 ６２０円 

実施方法 

実施日の午前中に寝具をお預かりし、乾

燥消毒をして、午後お返しします。 

実施日に寝具をお預かりし、水洗いクリ

ーニングをして、翌日お返しします 

 

〇注意事項 

◆令和６年度の委託業者は「アースサポート株式会社」です。 

◆サービス開始は申請受付した月の翌月からとなります。 

（利用決定に関して、江戸川区からの通知はございません。） 

 

〇申請方法 

◆インターネットでの申請 ： 次の二次元コードから申請できます。 

◆郵 送での申請 ： 申請書を下記まで送ってください。 

◆窓 口での申請 ： 下記窓口へお越しください。 

 

 

 

羽毛製品が 

対応になりました 

 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

江戸川区福祉部介護保険課相談係（区役所本庁舎２階２番） 

〒132-8501 江戸川区中央１－４－１ 

電話：５６６２－００６１ ＦＡＸ：５６６３－５１７２ 



 

寝具乾燥消毒・水洗いクリーニング実施の流れ 
 

利用方法 
実施日をお知らせするはがきが、業者から毎月届きます。 

実施日のご都合が悪い場合は、お早めに業者にご連絡ください。 

 

実施の流れ 

 

注意事項 
◆布団お預かりの際、代わりの布団が無い場合は、布団の貸し出しをしています。 

※実施日３日前までに業者にご連絡ください。 

◆自己負担金は寝具のお預かりの際に配送員に現金でお支払いください。 

◆寝具のお届けの際に実施確認の押印・サインをお願いします。 

 

 乾燥消毒 水洗いクリーニング 
実施日
午前 

①布団を回収 
訪問日や注意事項等を連絡した後、布団を回収に伺います 

 

 ②乾燥消毒 
乾燥車を使用し、乾燥消毒を行います 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②水洗いクリーニング 
専用の水洗い工場で、お布団の洗浄・

すすぎ・脱水・乾燥を行います 

 

実施日
午後 

③お届け 
汚れ・ほつれ・さわり心地を確認の

上、清潔になった寝具をお届けします 

翌日  ③お届け 
汚れ・ほつれ・さわり心地を確認の

上、清潔になった寝具をお届けします 

乾燥車は最大１００度まで温度を上

げダニを死滅させ、カビの繁殖も防

ぎます。 

生地によって温度を調整しています

ので、布団がいたむ心配はありませ

ん。 

天日干しの４倍の効果があると言わ

れています。 

 

素材の汚れの種類に合わせた洗浄方

法により、生地を傷めることはあり

ません。 

水洗いを行うことにより、お布団の

表面だけでなく、内側にしみ込んだ

汗等の汚れを洗い流すことができ、

中綿に潜むダニまですっきり除去で

きます。 

 


